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Ⅱ 令和８年度一般会計当初予算歳出の主な事業 

                   【産業労働局・労働委員会関係】 

 

１ ６款 労働費  １項 労政費 

・ 職場環境整備促進事業費              245,600千円 

 ワーク・ライフ・バランスを推進するため、仕事と育児・介護等

を両立できる職場環境の整備や、男性の育児休業取得促進に取り組

む中小企業等に対して奨励金を交付する。 

 

・ 外国人労働者職場環境整備促進事業費         34,152千円 

   外国人労働者が働きやすい職場環境の整備を促進するため、就業

規則の多言語化等の取組を実施する中小企業等に対して奨励金を交

付するとともに、外国人労働者を対象とする日本語教室を開催する。 

 

一部○新・ 外国人材受入促進事業費              142,584千円 

専門人材不足に悩む中小企業等の専門的・技術的分野の外国人材

受入を促進するため、「かながわ外国人材活用支援ステーション」

で採用から職場定着までワンストップで支援するとともに、高度外

国人材のインターンシップ事業を拡充する。 

 

・ 女性就業支援事業費               18,193千円 

女性の就業を支援するため、「かながわ女性キャリアカウンセリ

ング相談室」において、キャリアカウンセリングを実施するととも

に、就職支援セミナー等を実施する。 

 

２ ６款 労働費  ２項 職業訓練費 

・ 職業能力開発推進事業費             17,312千円 

今後の技術革新や産業構造の変化を見据え、イノベーションや生

産性の向上につながる分野について、専門的スキルや能力開発手法

等を調査・検討し、職業訓練に反映させ人材の育成を図る。また、

職業能力開発施設の広報を行い、訓練内容の周知及び県民の関心の

醸成を図る。 

 

・ 事業内訓練援助事業費              54,052千円 

   労働者の職業に必要な能力の開発及び向上のため、認定職業訓練

を行う中小企業事業主及びその団体に対して支援・助成を行う。 
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・ 技能尊重対策事業費               26,546千円 

   ものづくりの魅力や重要性を伝え、技能に親しむ機会を提供する

ため、神奈川県職業能力開発協会等の関係団体と連携し、技能五輪

全国大会及び全国障害者技能競技大会に参加する選手への支援等を

行う。 

   また、子どもたちのものづくりに対する興味や親近感を醸成する

とともに、将来のものづくり人材の育成につなげるため、小学生向

け体験イベントを実施する。 

 

・ 普通職業訓練事業費               802,860千円 

東西２校の総合職業技術校において、新規学卒者や離転職者等の

求職者を対象に、職業に必要な知識・技術・技能を習得するための

職業訓練を実施するとともに、在職者を対象に、スキルアップや高

度熟練技能の継承を支援するための職業訓練を実施する。また、離

職した求職者等が、求人ニーズの高い分野等へ早期に再就職できる

ようにするため、資格取得やスキルを習得できる職業訓練を実施す

る。 

 

・ 障害者職業能力開発事業費            319,078千円 

   神奈川障害者職業能力開発校において、障がいの程度や適性に合

った能力開発を実施する。また、求職中の障がい者を対象に、企業

やＮＰＯ法人等に委託して短期間の訓練を実施する。 

 

・ リスキリング人材育成事業費           190,000千円 

   ＤＸによる経営改善を支援するため、中小企業等従業員へのリス

キリングにより人材育成を推進するとともに、経営者向け学習プロ

グラムを設定する。 

 

・ 高度職業訓練事業費               89,181千円 

   産業技術短期大学校において、新規学卒者等を対象に、中小企業

でニーズの高い実践技術者を育成するため、専門課程の高度職業訓

練を実施するとともに、留学生の受入れを推進する。 
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３ ６款 労働費  ３項 雇用対策費 

・ 若年者雇用対策費                 56,248千円 

   若者の就職を支援するため、「かながわ若者就職支援センター」

において、就職情報・職業訓練情報の提供を行い、キャリアカウン

セリングを実施するとともに、県内中小企業等での実践的な職場体

験を実施する。 

 

・ 中高年齢者雇用対策費                  69,592千円 

   中高年齢者の多様な働き方を支援するため、「シニア・ジョブス

タイル・かながわ」において、就職情報・職業訓練情報の提供を行

い、キャリアカウンセリングを実施するとともに、再就職支援セミ

ナーを実施する。 

 

○新・ 就職氷河期世代等雇用対策費               81,058千円 

雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世代を含む

中高年齢者等が、意欲・能力を生かして就業し活躍できるよう、就

職氷河期世代等を対象とした実習型プログラム及び合同就職面接会

を実施する。 

 

・ 障害者雇用対策費                         33,343千円  

   障がい者の雇用と職場定着を促進するため、中小企業を対象とし

た個別訪問や出前講座により相談支援等を行う。また、企業や障が

い者就労支援機関を対象としたフォーラムや研修のほか、特例子会

社の設立に関する補助等を行う。 

 

一部○新・ 障害者就労推進費                 86,827千円 

   障がい者の職場定着を促進するため、企業向けの相談窓口を設置

し、アドバイザー派遣等を行うほか、ＬＩＮＥを活用した就労支援

情報の配信等を行う。また、週 10 時間未満の短時間雇用を促進す

るため、民間との連携により、新たに短時間雇用で雇用したい企業

と働きたい障がい者のマッチング支援を行う。 

 

・ 人手不足業種就業支援事業費            96,116千円 

   企業の人材確保を支援するため、企業の採用力強化や求職者の人

手不足業種への理解を深めるセミナー及び面接会を開催する。また、

高齢者や女性のデジタルスキルの習得等を支援する講座を実施する。 

 

-4-



・ 副業・兼業人材活用促進事業費           12,564千円 

     副業・兼業人材の活用を促進するため、企業へ副業・兼業の業務

の切り出し方や、副業・兼業希望者へ法令・税務等の事前知識や事

例等を伝えるセミナーを実施するとともに、体験の場を提供する。 

 

４ ６款 労働費  ４項 労働委員会費 

・  委員会費                             49,931千円 

不当労働行為事件の審査及び労働争議のあっせん等、労働委員会

の運営を行う。 

 

５  ８款 商工費  １項 商工総務費 

一部○新・ 神奈川産業振興センター事業費補助           522,607千円 

     公益財団法人神奈川産業振興センターが行う相談、専門家派遣、

新たな販路開拓や地域の中小企業支援機関等との連携強化に加え、

新たに受注企業同士の商談会など、中小企業等を支援する事業の費

用に対して補助する。 

 

・ 中小企業・小規模企業振興事業費         130,189千円 

中小企業等の「攻めの経営」への転換を促すため､｢神奈川県プロ

人材活用センター｣において、企業に必要な専門知識を持った人材

の採用をサポートする。また、副業・兼業人材の活用に係る費用に

対して補助する。 

 

一部○新・ 中小企業・小規模企業生産性向上等支援事業費  4,683,791千円 

物価高騰や深刻な人手不足など厳しい環境にある中小企業等が

行う生産性向上に資する取組への支援として、これまでの支援枠に

加え、新たに中小企業等のグループ化後の事業統合に伴う設備投資

への支援枠等を設け補助する。 

また、小規模事業者の業務効率化を図るため、デジタル化に向

けたシステム導入等に対して補助するとともに、専門家による支援

を行う。 

 

・ 工芸産業振興費                  46,378千円 

   伝統的工芸品産業の振興を図るため、伝統的工芸品の認知度向上

や販路拡大、後継者育成、設備投資等に取り組む事業者に対して支

援する。 
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・ 伝統的工芸品月間国民会議全国大会推進事業費   130,000千円 

   伝統的工芸品産業の振興を図るため、神奈川県で初となる伝統的

工芸品月間国民会議全国大会（ＫＯＵＧＥＩ ＥＸＰＯ ｉｎ  

ＫＡＮＡＧＡＷＡ）を開催する。 

 

・ 起業家創出促進費                 71,771千円 

   ベンチャー企業の創出を促進するため、「ＨＡＴＳＵ鎌倉」など

県内３か所の起業家創出拠点において、起業準備者に対し、起業に

向けた実践的な支援プログラムや、先輩起業家等との交流の機会を

提供する。 

 

○新・ 地域未来投資促進費                45,500千円 

県内中小企業に、地域未来投資促進法に基づく制度を活用した投

資を促し、高い付加価値を創出するため、地域経済牽引事業計画の

策定を支援するとともに、設備投資に係る経費に対して補助する。 

 

一部○新・ ベンチャー育成促進事業費              296,866千円 

 ベンチャー企業の成長促進拠点「ＳＨＩＮみなとみらい」の運

営、ベンチャー企業と大企業や行政との事業連携の促進を行う。 

 また、日産自動車生産縮小等の影響を受ける地域経済の活性化に

向けて、連携プロジェクトに対する支援を拡充する。 

 

・ 中小企業団体中央会補助金            277,701千円 

   中小企業の組織化の推進、連携の支援や中小企業団体の育成・指

導を促進するため、中小企業団体中央会が行う中小企業組合等の指

導・支援事業の費用に対して補助する。 

 

・ 商工会・商工会議所地域振興事業費補助     2,159,043千円 

   商工会・商工会議所が行う経営相談、金融相談などの経営支援事

業や特産品の開発・普及などの地域活性化事業の費用に対して補助

する。 
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一部○新・ 商業活性化推進事業費                 86,980千円 

   商店街の活性化を図るため、商店街が自らの魅力を高める取組を

支援するとともに、新たに商店街の老朽化したアーチ・アーケード

の撤去費用及び撤去後の集客力強化に向けた活動に対して補助す

る。 

 

６  ８款 商工費  ２項 工業費 

・ セレクト神奈川１００補助金           844,565千円 

   ｢神奈川県企業誘致推進方策｣の企業誘致促進補助金により､県

外・国外から立地する企業の土地・建物・設備への投資に対して補

助する｡ 

 

一部○新・ セレクト神奈川ＮＥＸＴ補助金         1,621,397千円 

   市場の創出や拡大が見込まれる成長産業の企業等の立地の促進を

図るため、県内に立地する企業の土地・建物・設備への投資やオフ

ィス等の賃料に対して補助する。また、障がい者雇用等に積極的に

取り組む中小企業に対して新たに補助額を上乗せする。 

 

一部○新・ 産業適正配置推進事業費                16,736千円 

県内への企業立地を促進するため、ウェブサイトによる情報発信

や企業立地セミナーの開催等の企業誘致活動を実施する。また、県

内大規模事業所の流出防止を図るため、新たに企業の支援ニーズに

係る調査を実施する。 

 

一部○新・ ロボット産業推進事業費                529,778千円 

ロボット産業の成長を促進させるため、ロボット企業交流拠点等

における企業間交流を図るとともに、新たに県庁舎や県立施設への

ロボットの試行的導入を行う。また、介護施設や在宅介護が抱える

課題を解決するため、介護現場に適したロボットの実証等を行う。 

 

・ 産業技術総合研究所交付金            3,412,468千円 

   県内企業が持つ技術的課題の解決や新技術・製品の開発等の支援

に加え、脱炭素に関する研究開発や、生成ＡＩ等を活用した製品の

試験・評価に取り組む地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研

究所に対し、運営費を交付する。 
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一部○新・ 中小製造業脱炭素推進費               121,908千円

「2050 年脱炭素社会の実現」に資する幅広い分野の技術や製品

を実用化するため、県内に研究開発拠点を有する企業と、県内中小

企業等との連携による研究開発プロジェクトを支援する。 

また、多様な販路開拓ニーズにきめ細やかに対応するため、完成

品メーカーと自動車部品サプライヤーの技術展示商談会を開催する

とともに、新たに大企業等の来場が見込まれる大規模な国内展示会

への企業出展支援を強化する。 

一部○新・ 宇宙産業推進事業費                409,908千円

宇宙関連産業の振興に向けた機運醸成を図るため、宇宙サミットを

開催する。また、相模原市に設置した企業交流拠点を運営し、新たに

衛星の開発等に必要な振動試験設備を整備するほか、衛星データを活

用して新たな価値の創出等に取り組む企業に対する事業化支援を拡充

する。 

さらに、業界で求められるスキルを体系的に整理した「宇宙スキル

標準」を活用したセミナーを開催し、学生等を対象に出張講座を実施

するとともに、未来の宇宙生活を見据え、「宇宙と地上のデュアルユ

ース型ビジネス」の創出に向けた取組を支援する。 

・ 日本貿易振興機構等補助金                17,740千円 

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）等が行う、米国関税

措置等に対応した貿易相談体制の強化や、外国企業の県内誘致、中

小企業の海外展開支援のための事業に対して補助する。 

・ 海外駐在員等派遣事業費              125,598千円 

外国企業の県内誘致及び中小企業の海外展開支援のため、シンガ

ポールと米国・ニューヨークに海外駐在員を派遣し、投資セミナー

の開催や海外展示会への共同出展等を行う。 

・ 中小企業国際化対策事業費                13,414千円 

海外展開を図る中小企業に対し、進出ニーズの高い国・地域の投

資環境に関するセミナー等を開催するとともに、海外バイヤー等と

中小企業との商談会を国内外で開催する。 
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一部○新・ 神奈川産業振興センター国際ビジネス事業費補助   182,178千円 

   中小企業の海外展開を支援するため、公益財団法人神奈川産業振

興センターが行う、海外展示会への出展支援等の国際ビジネス支援

事業への補助を拡充するほか、中国・大連に加え新たにベトナムに

設置する事務所の運営等に対して補助する。 

 

・ 外国企業誘致促進事業費                   15,453千円 

     外国企業の誘致を図るため、海外における投資誘致プロモーショ

ンの実施や外国企業向けレンタルオフィス等の運営を行うととも

に、外国企業進出時の立上げに係る経費に対して補助する。 

 

７  ８款 商工費  ３項 商工金融費 

・ 中小企業制度融資事業費補助            913,186千円 

   物価高騰等の影響を受けた中小企業等の資金需要に対応するな

ど、長期・固定・低利の融資に必要な貸出原資の一部を預託するた

めの経費等に対して補助する。 

 

・ セレクト神奈川１００融資事業費補助          74,953千円 

   県外・国外から立地する中小企業等及び生産施設の拡張を伴う設

備投資を行う県内中小企業等に対して低利融資を行うため、企業誘

致促進融資の取扱金融機関に対して補助する。 

 

・ セレクト神奈川ＮＥＸＴ融資事業費補助          429,018千円 

   県外・国外から立地する中小企業等及び生産施設の拡張を伴う設

備投資を行う県内中小企業等に対して低利融資を行うため、企業立

地促進融資の取扱金融機関に対して補助する。 

 

一部○新・ 信用保証事業費補助                 1,108,245千円 

   中小企業等が中小企業制度融資を利用する際の負担を軽減するた

め、「生産性向上支援融資」等に加え、新たに「日産自動車関連対

策特別融資（仮称）」を創設し、神奈川県信用保証協会が行う保証

料引下げに要する経費等に対して補助する。 
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・ 中小企業資金会計繰出金                   724,889千円 

   小規模企業者等の生産性向上に資する設備投資を支援するため、

公益財団法人神奈川産業振興センターが行う小規模企業者等設備貸

与事業の財源として一般会計から中小企業資金会計に繰り出す。 
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Ⅲ 令和８年度当初予算のポイント【産業労働局関係】 

米国関税措置や日産自動車生産縮小等への対応 

米国関税措置や日産自動車生産縮小等への対応については、国も特別支援措置を講じ

ている中、県も、早め早めの対応を継続・徹底し、対応に万全を期することで、県民・県

内事業者の不安をできる限り低減する。 

事業者の「なりわい」への支援 

＜販路開拓支援＞ 

○新１ 自動車関連企業成長促進事業費 １，１７８万円 

多様な販路開拓ニーズにきめ細やかに対応するため、完成品メーカーと自動車部

品サプライヤーの技術展示商談会を開催するとともに、新たに大企業等の来場が見

込まれる大規模な国内展示会への企業出展支援を強化する。  

○新２ 神奈川産業振興センター事業費補助のうち販路開拓支援  １７５万円 

公益財団法人神奈川産業振興センターが新たに行う、企業単体では受注が困難な、

様々な技術等を要する大口案件の獲得に向け、受注企業同士の商談会開催を補助す

る。 

 ３ 神奈川産業振興センター国際ビジネス支援事業費補助のうち販路開拓支援 

２，６８４万円 

海外への販路開拓ニーズにきめ細やかに対応するため、公益財団法人神奈川産業

振興センターが行う、海外展示会への企業出展支援等を強化する。 

(1) 対象事業者：県内に本社又は事業所がある中小企業

(2) 対象経費：出展料、出品物の輸送経費等

(3) 補助率：１／２

(4) 補助上限：欧米１００万円、アジア・その他地域５０万円

【ベトナムでの海外展示会】 

一部
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＜資金繰り支援＞ 

 

○新４ 中小企業等の信用保証料への支援            ２６億９，３１８万円 

令和８年度当初予算     ９億４,７５９万円 

 令和７年度１２月補正予算 １７億４,５５９万円 

中小企業等が中小企業制度融資を利用する際の負担を軽減するため、信用保証料

引下げに要する経費等に対して補助する。 

(1) 融資枠：２，６００億円（うち緊急対応分（※）９００億円） 

※未曽有の経済危機などの発生により追加して発動する必要が生じたときの緊

急の融資枠 

(2) 令和８年度のポイント 

ア 令和７年４月から令和８年３月までとしていた「原油・原材料高騰等対策特

別融資」の信用保証料に対する補助の拡充期間を令和８年 12月まで延長する。

（補助率：１／２）【令和７年度 12 月補正予算の令和８年度繰越】 

イ 日産自動車生産縮小等の影響を受ける中小企業等の資金繰りを重点的に支

援するため、「日産自動車関連対策特別融資（仮称）」を創設し、信用保証料

に対する補助を行う。（補助率：１／２） 

 

 ＜設備投資支援＞ 

 

○新５ 中小企業生産性向上促進事業費補助          ４５億２，６５０万円 

物価高騰や人手不足、賃上げといった課題に直面している中小企業等を支援する

ため、生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備の導入に係

る費用に対して補助する。また、これまでの支援枠（一般枠）に加え、新たに中小

企業等のグループ化後の事業統合に伴う設備投資への支援枠（グループ化支援枠）

等を設け補助する。 

(1) 対象事業者：県内の事業所で事業を実施する中小企業等 

(2) 対象経費：生産性向上や業務プロセスの改善等に繋がる取組 

(3) 補助率 

一般枠 １／２、２／３（小規模事業者等） 

グループ化支援枠 １／２、２／３（小規模事業者等） 

創業者成長支援枠 ２／３ 

 

 

 

 

一部 

 

一部 
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(4) 補助上限 

一般枠 ５００万円（下限２５万円） 

グループ化支援枠 ４，０００万円（下限５００万円） 

創業者成長支援枠 ３００万円（下限２５万円） 

＜取組事例＞ 

・従業員一人当たりの生産性が向上する工作機械やロボット等の導入 

・製品価値が上がり生産性が向上する精密な測定機器等の導入 

・作業の一部を省力することで生産性が向上する自動調理器等の導入 

・グループ化後の大型工作機械や大量生産設備の導入 

 

  ６ 小規模企業者等設備貸与事業資金貸付金              １４億円 

県からの貸付金をもとに、公益財団法人神奈川産業振興センターが県内小規模企

業者等に低利で設備貸与（割賦販売又は設備リース）し、生産性向上に資する設備

投資を支援する。 

(1) 貸与限度額：１億円 

(2) 担保：原則不要 

(3) 信用保証協会の保証料：不要 

＜取組事例＞ 

・手作業が不要となることで生産性が向上するレーザー加工機の導入 

・バーコードを用いた管理により効率性の向上と経費削減を実現する生産管理シ

ステムの導入 

 

○新７ 地域未来投資促進事業費                  ４，５５０万円 

中小企業に、地域未来投資促進法に基づく制度を活用した投資を促し、高い付加

価値を創出するため、地域経済牽引事業計画の策定を支援するとともに、設備投資

に係る経費に対して補助する。 

(1) 対象者：中小企業 

(2) 対象経費：県が承認する地域経済牽引事業計画に基づく事業に要する施設や設

備の導入に係る経費 

(3) 補助率：１／３ 

(4) 補助上限：１,０００万円 
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＜取組事例＞ 

・定期的にイベント（マルシェ）を行い日常的な商店街の利用を促す 

・未病対策のウォーキングスタンプラリーにより、商店街内での周遊を図り、街

の賑わいを創出 

【商店街でのイベント例】 
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宇宙関連産業の振興 
 

 「人工衛星といえば神奈川県」という強みを活かすべく、衛星に関する施策を重点的に

講ずることなどにより、宇宙関連産業の市場規模拡大の果実を県経済に取り込む。 

 

総合的な機運醸成 

 

○新１ 宇宙関連産業参入促進等事業費                ４，５１６万円  

宇宙関連産業の振興に向けた機運醸成を図るため、宇宙サミットを開催する。ま

た、新たに販路開拓のための国内外の展示会への企業出展を支援する。 

 

【宇宙サミットの想定プログラム】 

・宇宙と地上のデュアルユース（※）型ビジネス 

※資源の利用に制約がある宇宙環境での技術を地上における持続可能なくらしに

活用すること 

・衛星データビジネス利用 

・宇宙人材確保・育成 等 

   

産業の現場の支援 

 

１ 宇宙関連企業交流拠点事業費                 ７，６９６万円 

○新２ 振動試験設備モデル設置事業費               ８，８８３万円 

宇宙関連企業の連携強化等を図るため、相模原市に設置した企業交流拠点

（KANAGAWA Space Village）を運営するほか、衛星の開発等に必要な振動試験設備

を整備する。 

【オフィススペース】    【ラボスペース】      【振動試験設備】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

一部 

-16-







労働力不足への対応等 

 

生産性向上への支援 

 

○新１ 中小企業生産性向上促進事業費補助【再掲】       ４５億２，６５０万円 

物価高騰や人手不足、賃上げといった課題に直面している中小企業等を支援する

ため、生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備の導入に係

る費用に対して補助する。また、これまでの支援枠に加え、新たに中小企業等のグ

ループ化後の事業統合に伴う設備投資への支援枠等を設け補助する。 

 

２ 小規模企業者等設備貸与事業資金貸付金【再掲】           １４億円 

県からの貸付金をもとに、公益財団法人神奈川産業振興センターが県内小規模企

業者等に低利で設備貸与（割賦販売又は設備リース）し、生産性向上に資する設備

投資を支援する。 

 

３ リスキリング人材育成事業費              １億９，０００万円 

ＤＸによる経営改善を支援するため、中小企業等従業員へのリスキリングにより

人材育成を推進するとともに、経営者向け学習プログラムを設定する。 

 

 

 
 

 

人材確保への支援 

 

○新１ 外国人材受入促進事業費                １億４,２５８万円 

専門人材不足に悩む中小企業等を支援するため、専門的・技術的分野の外国人材

受入を促進する。 

(1) 公益財団法人神奈川産業振興センターに設置した「かながわ外国人材活用支援

ステーション」において、中小企業等に対し、情報発信、専門家相談、インター

ンシップ受入支援、海外での面接会等、採用から職場定着までの支援をワンスト

ップで行う。また、高度外国人材（技術・人文知識・国際業務等）を対象とした

インターンシップ事業を拡充し、中小企業等の海外での外国人材採用拡大に向け

た支援を行う。 

一部 

一部 
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【議案（令和７年度 条例その他） 定県第193号議案】 

 

Ⅺ 職業能力開発促進法施行条例の一部を改正する条例の概要 
 
１ 改正の趣旨 

出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第

七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴い、在留資格の継

続に必要な技能検定の成績証明書の交付に係る手数料を新設するため、

所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

 別表第１に、手数料徴収に係る事務「６ 技能検定の成績証明書の交

付」、手数料の名称「技能検定成績証明書交付手数料」及び金額「400

円」を追加する。 

 

３ 施行期日及び経過措置 

(1) 施行期日 

令和８年４月16日 

   (2) 経過措置 

    施行の日以後に成績証明書の交付の申請書を受理したものから適用

する。 
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【議案（令和７年度 条例その他） 定県第201号議案】 

 

Ⅻ 浦島合同庁舎（仮称）整備事業委託契約の変更の内容 

 

１ 委託業務名称   浦島合同庁舎（仮称）整備事業 

    

２ 委託業務場所   横浜市神奈川区浦島丘４ 

 

３ 委託業務範囲   施設整備業務（設計・工事監理・建設工事） 

 

４ 委託契約者名   戸田・紅梅特定建設工事共同企業体 

代表者 戸田建設株式会社横浜支店 

支店長 縄 田   浩 

 

 ５ 変更の理由     事業者から委託契約に基づく物価変動による建設

工事請負額相当額の改定の請求があったため、契

約金額を変更する必要があることから変更契約を

締結する。 

 

６ 変更の内容    委託契約金額 

（変更前）32億789万円 

             （変更後）33億1,004万5,000円 

                 （ 1億215万5,000円の増） 
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【議案（令和７年度 条例その他） 定県第204号議案】 

 

XIII 債権の放棄の内容 

 

１ 放棄の趣旨 

   ビジネスモデル転換事業費補助金返還金の債権を放棄したいので、地

方自治法第96条第１項の規定により提案するものである。 

 

２ 内容 

ビジネスモデル転換事業費補助金返還金 

債務者名 住   所 債権の総額 放 棄 額 放棄する理由 

合同会社 

ＨＡＺＡＭＡ 

代表社員 

長谷 敏明 

川崎市川崎区

南町４－２－

１Ｆ 

円 

5,843,681 

 

円 

5,843,681 

 

 

債務者の破産 

計 １ 名  5,843,681 5,843,681  
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【議案（令和７年度 条例その他） 県報第４号】 

 

XIV 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金返還請求訴訟の判決に対す

る控訴（専決処分）の概要 

 

１ 要旨 

   県は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金第３弾から第15弾ま

でを交付した店舗が協力要請期間前に既に廃業しており交付要件を満た

さなかったとして、令和５年６月１日、 を被告とする新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止協力金の返還を求める訴えを提起し、令和７年

12月10日、判決（全面敗訴）の言渡しがあった。 

この判決は事実の誤認及び法律判断に誤りがあるものと認められるの

で控訴したが、この控訴手続について、緊急を要し専決処分したので、

地方自治法第179条の規定により承認を求めるものである。 

 

２ 事案の概要 

   被告は、横浜市内の飲食店を営む個人事業主として新型コロナウイル

ス感染症拡大防止協力金（以下「協力金」という。）の申請をした名義

人である。協力金の対象となるのは、食品衛生法第55条（改正前の食品

衛生法は52条１項）の規定による飲食店又は喫茶店営業の許可を受け営

業を行う施設であるところ、同人名義で県の要請に応じて時短営業等に

協力したとして協力金の第３弾から第15弾まで申請があり、同人は第３

弾から第15弾の交付を受けた。 

しかし、その後、第三者が、申請名義人と同一屋号で第16弾から第18

弾の申請を行ったことから、対象店舗の営業実態に疑義が生じた。 

県が、２つの申請の代行をした行政書士に対象店舗の許可状況を確認

したところ、平成29年11月27日に廃業していたことが判明したため、対

象店舗は交付要件を満たさないと判断し、第３弾から第15弾の協力金の

交付を取り消し（契約を解除し）、1,314万円の返還を求めた。その後、

県が再三の催告を行ったにもかかわらず申請名義人が返還を行わなかっ

たため、令和５年５月31日付けで、県が支払督促を申し立てたところ、

同年６月20日に申請名義人から督促異議の申立てがあり、民事訴訟に移

行した。 
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３ 第一審（横浜地方裁判所）の概要 

  (1) 提訴年月日   令和５年６月１日 

  (2) 原 告   神奈川県 

  (3) 被 告  

  (4) 請 求 内 容 

被告は、原告に対し、1,314万円及びこれに対する令和４年９月29

日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

  (5) 判決の概要 

   ア 判決の言渡し日  令和７年12月10日 

   イ 判 決 の 主 文 

    (ｱ) 原告の請求をいずれも棄却する。 

    (ｲ) 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

４ 控訴年月日 

令和７年12月23日 東京高等裁判所に控訴 
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